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会議録 

会議の名称 
清須市保健福祉計画策定委員会 

第３回障害者部会 

開催日時 
平成２９年１２月２１日 木曜日 

１３時３０分から１５時５分 

開催場所 清須市役所北館第１・第２会議室 

議題 
1. 清須市障害者基本計画・第５期清須市障害福祉計画・第

１期清須市障害児福祉計画素案について 

会 議 資 料 
資料１ 清須市障害者基本計画・第５期清須市障害福祉計

画・第１期清須市障害児福祉計画素案 

公 開 ・ 非 公 開 の 別 

(非公開の場合はその理由) 
公開 

傍 聴 人 の 数 

(公開した場合) 
０人 

出 席 委 員 

時田委員、髙橋委員、渡辺委員、澁谷委員、村瀬委員、伊藤

委員、柴山委員、加納委員、加藤委員、近藤委員、加藤委員

（山村委員代理）、山口委員 

欠 席 委 員 なし 

出 席 者 ( 市 ) 福田健康福祉部長 

事 務 局 
鹿島課長、山田課長補佐、寺社下課長補佐兼障害福祉係長、

阿野主査、早川主事 

会 議 の 経 過 

１．開会 

 

（事務局） 

定刻となりましたので、ただいまから清須市保健福祉計画

策定委員会第３回障害者部会を開会いたします。 

私は本日司会を務めます、健康福祉部社会福祉課長の鹿島

と申します。よろしくお願いいたします。恐縮ですが、座っ

て進行させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

会議に入ります前に、本日の出席状況についてご報告いた

します。オブザーバーの山村委員につきましては、他の公務

により、代理で加藤様にご出席いただいておりますので、ご

承知くださるようお願いいたします。 

なお、会長、委員の皆様方、全員ご出席ですので会議は成

立しております。 

また、健康福祉部長の福田ですが、他の公務がありますの

で、途中から入室いたしますので、予めご了承ください。 

それでは、これより議事に入りますが、議事運営につきま

してお願いを申し上げます。会議での発言方法についてでご

ざいますが、会議で発言していただく際には必ず挙手をして

いただき、会長の指名を受けた後、係の者がマイクをお持ち



いたしますのでマイクを通じてご発言をしていただくとい

う形でお願いしたいと存じます。 

それでは､この後の会議の進行は時田部会長にお願いした

いと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

（時田部会長） 

それでは、議事に入る前に会議録署名委員の指名を行いま

す。本日の会議の会議録の署名委員につきましては、座席順

に伊藤委員と柴山委員にお願いしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

２．議題 

（１）清須市障害者基本計画・第５期清須市障害福祉計画・

第１期清須市障害児福祉計画素案について 

 

（時田部会長） 

それでは、本日の議事に入ります。清須市障害者基本計画、

第5期清須市障害福祉計画、第1期清須市障害児福祉計画の素

案についてでございます。 

まず、素案の第1章から第3章までを事務局より説明をして

いただきます。事務局お願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

（時田部会長） 

ただ今、事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問

がありましたらお願いしたいと思います。 

 

（髙橋委員） 

髙橋です。 

３２、３３ページの無回答の割合の多さについてです。結

局、サービスについてこれだけ無回答が多いということは誰

も理解していないのではないのでしょうか。もうちょっと当

事者の方に対し、知らしめないと意味がないと思います。 

どういう人が回答するかしないかというのは、毎回同じ事

をやっているのだから、ある程度データは残っているはずな

ので、その辺を網羅していかないといけないなという気がし

ます。 

今までの委員会、会議の構築を見ていると、数字と文句の

羅列で、分かりにくい部分があったのだけど、最初の部分で

パーセントとか、この計画の見込みをある程度数字で出して

くれているのはちょっと進歩したかなと思います。 

できれば、これだけの時間をかけてあるのだから、事業に

対しての実績が分かるように決算の金額を入れてもらうと

なお分かりやすいと思う。 

これからも、こういうデータを作成するときは、これだけ

の不用額が出て、これだけ足りなかったとか、これだけ使い

ましたよと知らせてもらうと、その次からの計画が立てやす

いのではないかと思う。 



 

（時田部会長） 

どうもありがとうございました。 

サービスの内容についての無回答ということですが、その

サービス内容を知らない方が多いので、無回答が多いのでは

ないかということでありました。その辺は事務局がどのよう

に把握しているかということですね。 

あと、資料のグラフの表示の仕方ですね。金額が分かって

不用額がどんなものという内容のものにしたらどうかとい

う委員さんのご要望だと思います。 

実績と金額に合わせたら、一番分かりやすいのではないか

ということなのですけれども、事務局から回答をお願いした

いと思います。 

 

（事務局） 

アンケートの無回答に関しましては、一見しただけではど

のようなサービスなのかというのが、分かりにくいと思って

おります。 

今回アンケートの中で、サービス項目の横に内容の説明を

付けさせていただいておりますので、それが周知に繋がれば

いいと考えております。 

金額に関しましては、来年度の予算、これからの長期的 

な予算も考えてはおりますが、こういった場に提出すると

いうことが可能なのか、検討させていただきます。 

 

（髙橋委員） 

金額なんかでも、これだけ予算を組んで、これだけ使った

とか、これだけ足りなかったというのがわかれば、緊張感が

出てくる。 

誰が見ても分かりやすいように、そういうような方向に

持っていってくれたほうがいいと思う。以上です。 

 

（時田部会長） 

ありがとうございます。その他、ございますか。 

 

（渡辺委員） 

初歩的ですが、１２ページのところの自立訓練というとこ

ろに、利用実績というのが０．２とか０．８と書いてあるの

だけど、０．２ということは５か月に１人利用されたという

ことですか。 

 

（事務局） 

こちちらの単位ですが、月に何人利用するかという形なの

で、出し方としては年間の利用者÷１２月をしており、考え

方としては、渡辺委員のお考えとおりです。 

 

（渡辺委員） 

５か月に１人はいたということですか。 

 



（事務局） 

５か月に１人の利用であったり、２か月連続で利用があ

り、そこからの利用がないということも考えられます。 

 

（加納委員） 

１４ページの相談支援サービスについて全然利用者がな

いというのがある。地域移行支援と地域定着支援というのは

利用者ゼロということなのですね。 

 

（事務局） 

そのとおりです。 

 

（時田部会長） 

その他ご質問ないですかね。 

次に、事務局から第４章から第５章の説明をお願いしたい

と思います。 

 

（事務局説明） 

 

（時田部会長） 

今の説明の中でご質問があればお願いしたいと思います。 

 

（渡辺委員） 

６２ページの施策１のところの、外見からは分からないも

のの、援助や配慮を必要としている方の意思表示を支援する

ヘルプマークとかヘルプカードというものなのですけれど、

何か話は進んでいるのですか。 

見た目では本当に分からなくて、移動支援なんかでヘル

パーさんと一緒に歩いている方を結構見かけるのですが、こ

の子がどんな障がいなのかということを周りの人が把握で

きないと思うのです。 

だから、そういうのを全員付けろというわけではありませ

んが、希望があれば付けた方がいいのではないのかというの

を感じておりまして、清須市はこの辺の話は進んでいるの

か、また白紙の状態なのかどうでしょうか。 

 

（事務局） 

ヘルプマークは、このマークをお持ちの方には配慮をお願

いしますというもので、１２月の広報とホームページに掲載

し、周知を図っているところです。 

ヘルプマークの付いたヘルプカードについては、希望者の

方にお渡しできるように作成を進めております。 

マークだけでも意味はありますが、カードの中にはお名前

やどのような支援が必要なのかなどを記入できる内容とす

る予定です。 

それを窓口で配布予定ですが、取りに来られない方もい

らっしゃるかと思いますので、ホームページからダウンロー

ドして利用できるようなカードの作成を考えております。 

 



（近藤委員） 

６３ページの施策２のところ、担当課のことをお聞かせく

ださい。 

施策２のところを見ると、学校教育課ということになって

いて、就学前の教育と書いて対象者が乳幼児期０歳から就学

となっています。その中で、学校教育課というのは就学児、

いわゆる小学校ではないですか。 

あと０歳からということになると、子育て支援課が絡んで

こないですか。 

見直しの必要があるのではないかということで提案させ

ていただきます。 

 

（事務局） 

こちらは就学前も入っているので、子育て支援課のほうも

追加させていただきます。 

他のページにもそういった部分があるかもしれませんの

で、もう一度しっかりと見直し、関係する課を担当課へ追加

していきます。 

 

（時田部会長） 

その他、なければ次に進みたいと思います。 

それでは、次に第６章について事務局より説明をお願いい

たします。 

 

（事務局説明） 

 

（時田部会長） 

事務局から説明がありましたが、今の説明の中でご質問が

ありましたらお願いいたします。 

 

（加藤委員） 

８７ページ、②の障がい種別によらない一元的な障害福祉

サービスの実施と書いてあります。一元的なサービスという

のが非常にキーワードになるのではないかと思います。 

先ほど近藤委員が言われました、それぞれのサービスに熟

練した担当課が行う、これは当然のことだと思います。 

では、市役所内部で窓口を一本化、一元化することはでき

ないか。もし一本化、一元化すれば担当課の記載というのが

なくなりますよね。そこに行けばもういいということにな

り、利用者の利便性は図れるのではないかと思うのです。そ

れがこの６章でうたわれている一元的な障害福祉サービス

の実施にも繋がるのではないかと思ったところです。 

 

（事務局） 

まず、総合的な窓口について、ご提案いただきありがとう

ございます。 

現在、担当課が分からなくて、社会福祉課で承った場合は、

他の担当課と連絡・調整しながらその方の支援を行っており

ます。 



今後に向け、一つのご提案として承ります。ありがとうご

ざいます。 

 

（時田部会長） 

それでは、次に第７章と第８章の説明を事務局よりお願い

いたします。 

 

（事務局説明） 

 

（時田部会長） 

事務局から説明がありましたが、今の説明の中でご質問が

ありましたらお願いいたします。 

 

（髙橋委員） 

先ほど他の委員から質問がありました、この８章の計画の

推進体制と一元化の話をもうちょっと踏み込んで説明して

もいいのではないかと思うのです。 

ワンストップ窓口というのは、障がいのある人の基本的な

データを入力すると、その人が必要としている情報が出て、

わざわざ各課を回らずに済むもので、先進自治体にはそう

いったものが設置されている。今はそういう時代に来ている

と思います。 

それから最後の進捗の状況のチェックですけれども、これ

を分かりやすく工程表を作って、何年までこれやります、途

中でこれはできませんでした、とはっきりそれを公開して、

皆さんで責任取ってやりましょう。 

ぜひ工程表を作って、皆さんが分かりやすくチェック機能

を活かすような方策を考えてください。 

 

（時田部会長） 

委員の意見ですので、実行していただくようにと思ってお

ります。 

基本的には、計画の作成をして実行性を持った計画を提示

していくというのが本来の趣旨ですので、その辺のところは

私たち、委員の皆様も協議して実施していきたいと思ってお

りますので、一つよろしくお願いいたします。 

その他、いかがですか。 

 

（髙橋委員） 

工程表を作る気があるかないか。 

 

（時田部会長） 

これは３年計画ですので、年度ごとに計画の進捗状況を確

認・把握する評価委員会を開くということになると思います

ので、その辺のところを説明してください。 

 

（事務局） 

評価は計画策定後、１年に１回予定しております。皆様に

お集まりいただいて、計画に基づいて施策がどこまで進んで



いるのか、またはどういった課題があるのかをお伝えして、

委員の皆様からのご意見をいただきたいと思っております。 

進捗管理に関しては、評価の際に、計画に記載した施策を

各課に照会した結果を資料として策定委員会に提出する予

定です。 

 

（時田部会長） 

サービス施策に関して、各課にまたがっているところがあ

りますので、それを再度調整していただいて、計画を作って

いただくという形で、各課でそれに基づいた各年度事業があ

りますので、その辺のところ照らし合わせて評価していくと

していければと思っております。 

 

（髙橋委員） 

やり過ごした施策をここでいったん確認するのか、また翌

年後に積み増していくのか、そういうことも含めて考えて欲

しい。 

 

（時田部会長） 

その辺のところは評価のところでやれると思いますので、

事務局から説明いたします。 

 

（事務局） 

評価の仕方につきましては、市でも様々な計画の進捗管理

等をやっております。 

どういった方法が一番ふさわしいのかというものを、皆様

方のご意見を伺いながら、あとは他の計画等の進捗管理の状

況なども把握しながら、皆様方とともに考えていきたいと思

います。 

その際には皆様方のご意見、ご要望等もしっかりと受け止

めてやっていきたいと思います。今後ともお付き合いのほど

よろしくお願いいたします。 

 

（時田部会長） 

またご意見よろしくお願いいたします。 

その他、ご意見ございますでしょうか。 

 

（渡辺委員） 

前年度からの引き続きで、生活支援拠点についてお聞きし

ます。 

現行の計画では、地域生活支援拠点等の整備ということ

で、２９年度末までに整備するということで、圏域に一つと

いうことではなくて、市町村又は圏域で、というふうに入っ

ていたはずなのですけど、それはもうどこかへ行ってしまっ

たのですか。今見ると圏域に一つということになっておりま

したので。 

私は、市町村に１個作ればいいのではないかと思いまし

て、お話を差し上げているのですけれど。 

例えば、障がい者サポートセンター清須というのが基幹相



談支援センターの窓口になっていますよね。これを活かし

て、ずっとここでやっていけばいいのかなと思っています。 

これからのことですから、圏域で一つではなくて、市町村に

一つとしていただきたいと思います。以上です。 

 

（事務局） 

委員がおっしゃられたことですけれども、実は前回の国の

計画の中でも、市町村又は圏域に一つという形で整備が求め

ていたところですけれども、全国的に見ても整備されている

市町村や圏域というのが非常に少ない状況で、今回の国の計

画の中で少しトーンダウンしているところもございます。 

あと、市町村での取組としましても、やはり基礎自治体に

一つというのは、なかなか取組が進まないというようなとこ

ろで、まずは、清須市、北名古屋市、豊山町の圏域内で一つ、

次のステップとして、各市町で整備できるような方向性を

持って調整を行っているところですので、ご理解いただきた

いと思います。 

 

（渡辺委員） 

この地域生活支援拠点については、皆さん、すごく気に

なっていることなので、まずは圏域で整備していただいて、

この清須市にも小さなものでいいので整備していただけた

らなと思っております。 

また、皆さんの家の近くにグループホームができていった

らいいかなということをすごく理想としております。今回、

計画の中にはグループホームを作る支援をしていくという

ことで、心強いものを感じております。 

本当に身近に住まいの確保ということでお願いしたいと

思っております。心からそう思っておりますのでよろしくお

願いいたします。 

 

（時田部会長） 

その他、何かございませんか。 

あと、事務局のほう、今出された内容についてもう一度精

査をして、内容を練り直していただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

最後に何かございますでしょうか。 

なければ事務局のから何か。 

 

３．その他 

 

（事務局） 

本日もたくさんのご意見、ご要望等をいただきまして誠に

ありがとうございました。 

本日いただきましたご意見等をこの計画の素案に反映さ

せていただきまして、適宜修正を行った上で、来年になりま

すが、１月５日金曜日から２月６日火曜日まで、パブリッ

ク・コメントを実施したいと考えております。 

また、そのパブリック・コメントでいただきましたご意見



につきまして、市の考え方等を整理した上で、3月までに予

定しております、第4回策定委員会に清須市障害者基本計画、

第5期清須市障害福祉計画、第1期清須市障害児福祉計画案と

してお出ししたいと考えております。 

皆様方には今後とも何かとお世話になるかと思いますが、

よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

 

４．閉会 

 

（時田部会長） 

これをもちまして、清須市保健福祉計画策定委員会第3回

障害者部会を終わらせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

 

問 合 せ 先 
健康福祉部 社会福祉課 

電話 ０５２－４００－２９１１（内線１５１４） 

 

 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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